
雨水浸透阻害行為等 協議フロー
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（審査）

雨水浸透阻害行為の許可申請

許可の取得
工事完了後は完了の届出
及び検査を必要とします

雨水浸透阻害行為の面積は
1,000m2以上ですか？

流出抑制の努力義務
（法４０条）

雨水浸透阻害行為の許可が必要
（法３０条）

（相談受付） 本協議

【確認事項】
・対策工事

特定都市河川流域内で、建物の建
築や土地の舗装などを行う場合

雨水浸透阻害行為を伴いますか？

貯留浸透の努力義務
（法５条）

事業規模は1,000m2以上ですか？ 別途、排水協議が必要です

流出抑制の努力義務
（法４０条）

事前協議が必要です

【確認事項】
・現況土地利用
・計画土地利用
・土地利用ごとの集計
・雨水浸透阻害行為の面積算定

縮尺1/2,500以上の
図面や現況写真等を
もとに、土地利用の
判別を行います。

（相談受付）

《注意》
特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川流域の指
定に伴う手続きは、「開発許可」・「建築確認」・「大規模
建築物の建設計画に関する事前協議制度」等の手続きを不要
とするものではありません。

※ フロー中の「法」は
「特定都市河川浸水被害対策法」を示します。

（確認）

（確認）


